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第64回定時株主総会招集ご通知に際しての
インターネット開示情報

連 結 注 記 表

個 別 注 記 表
第64期（2021年10月１日から2022年９月30日まで）

西尾レントオール株式会社



連結注記表
１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

⑴連結の範囲に関する事項

①連結子会社の数　　33社

主要な連結子会社の名称

サコス㈱

ニシオティーアンドエム㈱

㈱ショージ

㈱三央

㈱アールアンドアール

日本スピードショア㈱

ニシオレントオール北海道㈱

ニシオワークサポート㈱

㈱新光電舎

双葉電気㈱

親和電気㈱

SKYREACH GROUP HOLDINGS PTY LTD　他３社

NORTH FORK PTY LTD　他４社

UNITED POWER & RESOURCES PTE.LTD.　他５社

NISHIO RENT ALL (THAILAND) CO.,LTD.

NISHIO RENT ALL (M) SDN.BHD.

NISHIO RENT ALL VIETNAM CO.,LTD.

新トモエ電機工業㈱

山﨑マシーナリー㈱

㈱大塚工場

西尾開発㈱

②主要な非連結子会社の名称等

トーヨーサービス㈱

㈱ATA

つばさパーキング㈱

加藤自動車販売㈱

エスピー運輸㈱

三明興業㈱

㈱ワールドボンド

西尾（上海）総合物品租賃有限公司

（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、

いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためであります。

⑵持分法の適用に関する事項

①持分法適用の関連会社数　　０社

②持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社（北晃測機㈱、㈱Nexus Solutions）は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等からみて持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性が乏しいため

持分法の適用範囲から除外しております。
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（イ）有形固定資産………………

（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

主な耐用年数は、以下のとおりであります。

貸与資産　　　　　　２～10年

建物及び構築物　　　７～50年

（ロ）無形固定資産………………
（リース資産を除く）

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）

に基づいております。

⑶連結子会社の事業年度等に関する事項

在外連結子会社のうち、ANHUI ANXIN ENERGY CO.,LTD.の決算日は12月31日、それ以外の在外連結子会社の決算日は６月30日であります。

連結計算書類の作成に当たっては、ANHUI ANXIN ENERGY CO.,LTD.は６月30日現在で実施した本決算に準じた仮決算に基づく計算書類を使用して

おり、それ以外の在外連結子会社については、各社の決算日現在の計算書類を使用しております。ただし、連結決算日との間に生じた重要な取

引については、連結上必要な調整を行っております。

その他の連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

⑷会計方針に関する事項

①重要な資産の評価基準及び評価方法

（イ）有価証券

満期保有目的の債券………償却原価法（定額法）によっております。

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

…時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算

定）

市場価格のない株式等…移動平均法による原価法によっております。

（ロ）デリバティブ………………時価法によっております。

（ハ）棚卸資産……………………主として個別法又は 終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法により算定）によっております。

②重要な減価償却資産の減価償却の方法

（ハ）リース資産…………………リース期間を耐用年数とし、残存価額を零（残価保証の取決めがある場合は当該残価保証額）とする定額法を

採用しております。

③重要な引当金の計上基準

（イ）貸倒引当金…………………債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により回収不能見込額を計上しており

ます。また、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して

おります。

（ロ）賞与引当金…………………従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の当期対応額を計上しております。

（ハ）役員賞与引当金……………役員の賞与の支給に備えるため、当社及び国内連結子会社は、支給見込額の当期対応額を計上しております。

（ニ）役員退職慰労引当金………役員の退職慰労金の支給に備えるため、国内連結子会社は、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

④退職給付に係る会計処理の方法

一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法

を用いた簡便法を適用しております。

⑤重要な収益及び費用の計上基準

当社グループは、主に建設・設備工事用機器（土木・道路用機械、高所作業用機械、建築用機械、測量機器等）及びイベント用関連機材

の賃貸及び販売並びにレンタルに付随する事業である修理・検査等、運送及び建設工事用機械のオペレーション業務等を行っております。

このような商品及び製品の販売については、顧客に商品及び製品を引き渡した時点で商品及び製品に対する支配が顧客に移転し、履行義務

が充足されると判断しておりますが、出荷時から商品及び製品の支配が顧客に移転されるまでの期間が通常の期間であるため、出荷時点で

収益を認識しております。また、レンタルに付随する事業については、役務の提供が完了した時点で収益を認識しております。

当社グループが請け負っている工事契約については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度

に基づき収益を認識しております。なお、期間がごく短い又は金額的重要性が乏しい工事契約については、完全に履行義務を充足した時点

で収益を認識しております。

また、レンタルに含まれるリース収益等については、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号　2007年３月30日）に基づ

き、収益を認識しております。
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⑥重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外連結子会社の資

産及び負債については決算日の直物為替相場、収益及び費用については期中平均為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部にお

ける為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めて計上しております。

⑦重要なヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法………………繰延ヘッジ処理によっております。また、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を充たしている

場合には振当処理を、金利スワップについて特例処理の要件を充たしている場合には特例処理を採用してお

ります。

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段……………金利スワップ、為替予約

ヘッジ対象……………借入金利息、外貨建金銭債権債務、外貨建予定取引

ヘッジ方針………………………金融資産及び負債に係る為替変動や金利変動等のリスクを回避すると共に、調達コストの低減を目的として

デリバティブ取引を行う方針であり、投機目的のデリバティブ取引は、行わない方針であります。

ヘッジ有効性評価の方法………ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー

変動の累計を比較し、その変動額の比率によって有効性を評価しております。特例処理及び振当処理を行っ

ているものは、相場変動及びキャッシュ・フロー変動を相殺するものと想定することができるため、ヘッジ

の有効性の判定は、省略しております。

⑧のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、その効果の発現する期間にわたって均等償却を行っております。ただし、金額的に重要性のないものについては

発生年度に一括償却しております。

⑸会計方針の変更

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から

適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識するこ

ととしました。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項のただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、利益剰余金の当期

首残高に与える影響はありません。また、当連結会計年度の損益に与える影響はありません。

収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当

連結会計年度より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしました。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首か

ら適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取

扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。

なお、これによる連結計算書類に与える影響はありません。

⑹表示方法の変更

　（連結損益計算書）

スクラップ売却益………………前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「スクラップ売却益」は、営業

外収益の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。

⑺追加情報

　新型コロナウイルス感染症の拡大が会計上の見積りに与える影響

新型コロナウイルス感染症について、収束時期は依然として不透明ではありますが、現状の感染症対策を行った上での経済活動が継続する

という前提に基づいて、固定資産の減損の判定等の見積りを行っております。

なお、新型コロナウイルス感染症の収束が遅延した場合は、翌連結会計年度以降の財政状態及び経営成績の状況に更に影響を及ぼす可能性

があります。
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有形固定資産 143,825百万円

無形固定資産 3,547百万円

減損損失 －百万円

⑴顧客との契約から生じた債権の残高及び契約

資産の残高

受取手形

売掛金

契約資産

10,950百万円

31,793百万円

－百万円

⑵有形固定資産の減価償却累計額 181,555百万円

⑶貸与資産に含まれるリース資産 34,097百万円

⑷受取手形裏書譲渡高 1百万円

⑸受取手形割引高 95百万円

⑹流動負債「その他」のうち、契約負債の残高 891百万円

28,391,464株

配当金の総額 2,359百万円

１株当たり配当額 85円

基準日 2021年９月30日

効力発生日 2021年12月21日

配当金の総額 2,775百万円

配当の原資 利益剰余金

１株当たり配当額 100円

基準日 2022年９月30日

効力発生日 2022年12月21日

２．重要な会計上の見積りに関する注記
（重要な会計上の見積り）
固定資産の減損損失の認識の要否

⑴当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

当連結会計年度において、レンタル関連事業における一部の資産グループ（帳簿価額5,213百万円）について減損の兆候が認められたことか
ら、減損損失の計上の要否について検討を行いました。検討の結果、割引前将来キャッシュ・フローが各資産グループの帳簿価額を上回ってい
ることから、減損損失は認識しておりません。

⑵連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報
①当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出方法
当社グループは、原則として、営業部及び連結子会社等を基準として資産のグルーピングを行っております。土地等の時価下落や収益性低下
等により減損の兆候があると認められる場合には、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較するこ
とによって、減損損失の認識の要否を判定しております。

②当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
当該資産グループから得られる将来キャッシュ・フローの見積りは、来年度事業計画、将来の事業計画、事業計画期間以降の事業の成長率及
び資産の正味売却価額を基礎としております。主要な仮定は、事業計画における将来売上予測、費用発生の将来予測、将来の投資・修繕計画
及び事業の成長率であり、過去からの需要動向の推移や貸与資産の購入状況、現在及び今後に見込まれる経済状況等を勘案しております。ま
た、新型コロナウイルス感染症の影響については、収束時期は依然として不透明ではありますが、現状の感染症対策を行った上での経済活動
が継続するという前提に基づいております。

③翌連結会計年度に係る連結計算書類に与える影響
当該見積りは、連結計算書類作成時点において入手可能な情報に基づいているものの、将来事象の予測を含む不確実性を伴うものであるた
め、今後の経過によっては将来キャッシュ・フローの見積りに重要な影響を及ぼす可能性があります。

３．連結貸借対照表に関する注記

４．連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴当連結会計年度末日における発行済株式の総数

⑵剰余金の配当に関する事項
①配当金支払額等
2021年12月20日開催の第63回定時株主総会決議による配当に関する事項

②基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの
2022年12月20日開催の第64回定時株主総会決議において次のとおり付議いたします。

 4 



親会社

第１回2010年度

株式報酬型新株予約権

親会社

第２回2012年度

株式報酬型新株予約権

親会社

第３回2013年度

株式報酬型新株予約権

親会社

第４回2014年度

株式報酬型新株予約権

親会社

第５回2015年度

株式報酬型新株予約権

目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 普通株式 普通株式 普通株式

目的となる株式の数 7,300株 3,400株 1,300株 1,200株 1,300株

新株予約権の残高 2百万円 3百万円 3百万円 4百万円 3百万円

⑶当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的となる株式の種類及び数
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（単位：百万円）

区　分
連結貸借対照表

計上額
時　価 差　額

有価証券及び投資有価証券 1,380 1,380 ―

資　産　計 1,380 1,380 ―

⑴長期借入金（※１） 45,786 45,367 △418

⑵社債（※２） 975 965 △9

⑶リース債務（※３） 41,428 41,122 △305

負　債　計 88,189 87,456 △733

デリバティブ取引（※４） 15 15 ―

５．金融商品に関する注記
⑴金融商品の状況に関する事項
①金融商品に対する取組方針
当社グループは、一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用し、資金調達については金融機関からの借入や、社債発行による方針であ
ります。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

②金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、与信管理規程に基づき、与信管理の
徹底による不良債権発生の未然防止を主眼に運用しております。
投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価や発
行体の財務状況等を把握し管理しております。
借入金及び社債は、運転資金及び設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、大部分は固定金利の借入金及び社債であるため、金
利の変動リスクはありませんが、変動金利の借入金については、金利の変動リスクに晒されております。また、変動金利の借入金のうち、一
部の長期借入金については、支払金利の変動リスクを回避し、支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引（金利スワ
ップ取引）をヘッジ手段として利用しております。また、為替リスクを回避する目的で外貨建ての借入を行っております。
デリバティブ取引は、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引、外貨建ての営業債権債務及び、外
貨建予定取引に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした為替予約を必要に応じて利用しております。
なお、デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規定に従って行っております。また、デリバティブ取引の利用にあ
たっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。

③金融商品の時価等に係る事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあり
ます。

⑵金融商品の時価等に関する事項
2022年９月30日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等（連
結貸借対照表計上額768百万円）は、「有価証券及び投資有価証券」に含めておりません。また、「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金」、
「支払手形及び買掛金」、「設備関係未払金」及び「短期借入金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額
に近似するものであることから、記載を省略しております。

（※１）１年以内に期限が到来する長期借入金を含めて表示しております。
（※２）１年以内に償還予定の社債を含めて表示しております。
（※３）１年以内に期限が到来するリース債務を含めて表示しております。
（※４）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
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（単位：百万円）

区　分
時　価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

株式 1,380 ― ― 1,380

資　産　計 1,380 ― ― 1,380

デリバティブ取引（※） ― 20 ― 20

（単位：百万円）

区　分
時　価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金（※１） ― 45,367 ― 45,367

社債（※２） ― 965 ― 965

リース債務（※３） ― 41,122 ― 41,122

負　債　計 ― 87,456 ― 87,456

⑶金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価 ： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債

に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価 ： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定し

た時価
レベル３の時価 ： 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定に
おける優先順位が も低いレベルに時価を分類しております。

①時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

（※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

②時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

（※１）　１年以内に期限が到来する長期借入金を含めて表示しております。
（※２）　１年以内に償還予定の社債を含めて表示しております。
（※３）　１年以内に期限が到来するリース債務を含めて表示しております。

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル１の時価に分類しておりま
す。

デリバティブ取引
為替予約の時価については、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しているため、レベル２の時価に分類しております。なお、
金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金
の時価に含めて記載しております。

長期借入金、社債及びリース債務
これらの時価は、元利金の合計額と当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル
２の時価に分類しております。
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取得の対価　現金（未払金を含む）　　　2,478百万円

取得原価　　　　　　　　　　　　　　　2,478百万円

（単位：百万円）

報告セグメント その他
（注）１

合計
レンタル関連事業

主たる地域別売上高
日本
アジア
オセアニア
その他の地域

60,182
1,352
5,887

20

5,397
20
－
12

65,579
1,372
5,887

33

顧客との契約から生じる収益 67,443 5,429 72,872

その他の収益（注）２ 96,737 1,024 97,761

外部顧客への売上高 164,180 6,453 170,634

６．賃貸等不動産に関する注記
　賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため注記を省略しております。

７．企業結合等に関する注記
　（共通支配下の取引等）
　（公開買付けによる株式の取得等について）
　　当社は、2022年５月10日開催の取締役会において、当社の連結子会社であるサコス株式会社（以下「対象者」といいます。）を当社の完全子
　　会社とすることを目的として、対象者の普通株式及び新株予約権を金融商品取引法に基づく公開買付け（以下「本公開買付け」といいま
　　す。）により取得することを決議し、本公開買付けは、2022年６月21日をもって終了しております。
　　その後、当社は会社法第179条第１項に基づく株式売渡請求を実施し、2022年７月20日付で対象者を完全子会社としました。

　⑴企業結合の概要
　 ①結合当事企業の名称及びその事業の内容
　　 結合当事企業の名称　　サコス株式会社
　　 事業の内容　　　　　　建設・設備工事用機器の賃貸及び販売
　 ②企業結合日
　　 株式公開買付けによる取得　2022年６月28日
　　 株式売渡請求による取得　　2022年７月20日
　 ③企業結合の法的形式
　　 現金を対価とした株式取得
　 ④結合後企業の名称
　　 変更はありません。
　 ⑤追加取得後の子会社株式の株券等所有割合
　　 企業結合前の株券等所有割合　　　　　86.13％
　　 株式公開買付け後の株券等所有割合　　97.26％
　　 株式売渡請求後の議決権所有割合　　 100.00％
　⑵実施した会計処理の概要
　　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　2019年１月16日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指
　　針」（企業会計基準適用指針第10号　2019年１月16日）に基づき、共通支配下の取引等として処理しております。
　⑶追加取得した子会社株式の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

　⑷非支配株主との取引に係る当社の持分変動に関する事項
　 ①資本剰余金の主な変動要因
　　 子会社株式の追加取得
　 ②非支配株主との取引によって減少した資本剰余金の金額
　　 920百万円

８．収益認識に関する注記
⑴顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（注）１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、鋲螺類の製造、建設工事用機械の製造、保険・不動産賃貸業
を含んでおります。

２．「その他の収益」は、リース取引に関する会計基準に基づく収益であります。
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（単位：百万円）

当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 41,628

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 42,743

契約負債（期首残高） 1,112

契約負債（期末残高） 891

⑴１株当たり純資産額 4,127円50銭
⑵１株当たり当期純利益金額 330円31銭

⑵顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項　⑷会計方針に関す
る事項　⑤重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

⑶当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
①契約資産及び契約負債の残高等

（注）顧客との契約から生じた債権の金額には、リース取引に関する会計基準に基づいて認識したレンタル収益から生じた債権の金額も含まれて
おります。契約負債は連結貸借対照表上、流動負債「その他」に計上しております。契約負債は、顧客からの前受金に関するものであり、
収益の認識に伴い取り崩されます。当連結会計年度に認識された収益の額のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた額は1,112百万
円であります。
また、当連結会計年度において、過去の期間に充足（又は部分的に充足）した履行義務から認識した収益の額に重要性はありません。

②残存履行義務に配分した取引価格
当初に予想される契約期間が１年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。

９．１株当たり情報に関する注記

10．重要な後発事象
該当事項はありません。
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①有形固定資産…………………………
（リース資産を除く）

定額法を採用しております。
主な耐用年数は、以下のとおりであります。
貸与資産　　　　２～10年
建物　　　　　　７～50年

②無形固定資産…………………………
（リース資産を除く）

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５
年）に基づいております。

個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項

⑴資産の評価基準及び評価方法
①有価証券

子会社株式及び関連会社株式………移動平均法による原価法によっております。
その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの
………………………………………時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し､ 売却原価は、移動平均法によ

り算定）
市場価格のない株式等……………移動平均法による原価法によっております。

②デリバティブ…………………………時価法によっております。
③棚卸資産

商品……………………………………個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）によってお
ります。なお、一部の商品については 終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基
づく簿価切下げの方法により算定）によっております。

貯蔵品………………………………… 終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）に
よっております。

⑵固定資産の減価償却の方法

③リース資産……………………………リース期間を耐用年数とし、残存価額を零（残価保証の取決めがある場合は当該残価保証額）とする定額
法を採用しております。

④長期前払費用…………………………均等償却を行っております。
⑶外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
⑷引当金の計上基準

①貸倒引当金……………………………債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により回収不能見込額を計上してお
ります。また、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上
しております。

②賞与引当金……………………………従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の当期対応額を計上しております。
③役員賞与引当金………………………役員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の当期対応額を計上しております。

⑸収益及び費用の計上基準
当社は、主に建設・設備工事用機器（土木・道路用機械、高所作業用機械、建築用機械、測量機器等）及びイベント用関連機材の賃貸及び販売
並びにレンタルに付随する事業である修理・検査等、運送及び建設工事用機械のオペレーション業務等を行っております。このような商品及び
製品の販売については、顧客に商品及び製品を引き渡した時点で商品及び製品に対する支配が顧客に移転し、履行義務が充足されると判断して
おりますが、出荷時から商品及び製品の支配が顧客に移転されるまでの期間が通常の期間であるため、出荷時点で収益を認識しております。ま
た、レンタルに付随する事業については、役務の提供が完了した時点で収益を認識しております。
また、レンタルに含まれるリース収益等については、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号　2007年３月30日）に基づき、収
益を認識しております。

⑹ヘッジ会計の方法
ヘッジ会計の方法 …………………繰延ヘッジ処理によっております。また、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を充たしてい

る場合には振当処理を、金利スワップについて特例処理の要件を充たしている場合には特例処理を採用し
ております。

ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 ………………金利スワップ、為替予約
ヘッジ対象 ………………借入金利息、外貨建金銭債権債務、外貨建予定取引

ヘッジ方針 …………………………金融資産及び負債に係る為替変動や金利変動等のリスクを回避すると共に、調達コストの低減を目的とし
てデリバティブ取引を行う方針であり、投機目的のデリバティブ取引は、行わない方針であります。

ヘッジ有効性評価の方法 …………ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロ
ー変動の累計を比較し、その変動額の比率によって有効性を評価しております。特例処理及び振当処理を
行っているものは、相場変動及びキャッシュ・フロー変動を相殺するものと想定することができるため、
ヘッジの有効性の判定は、省略しております。
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有形固定資産 97,056百万円
無形固定資産 1,355百万円
減損損失 －百万円

⑴有形固定資産の減価償却累計額 124,222百万円

ニシオレントオール北海道㈱ 173百万円
ニシオワークサポート㈱ 7百万円
新トモエ電機工業㈱
SKYREACH GROUP HOLDINGS PTY LTD
NORTH FORK PTY LTD他４社
UNITED POWER & RESOURCES PTE. LTD.他５社

14百万円
4,000百万円
3,040百万円
2,431百万円

合計 9,667百万円

短期 長期
債権 6,066百万円 4,321百万円
債務 990百万円 0百万円

⑺のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、その効果の発現する期間にわたって均等償却を行っております。ただし、金額的に重要性のないものについては発生
年度に一括償却しております。

⑻会計方針の変更
（収益認識に関する会計基準等の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用 
し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することと
しました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項のただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、利益剰余金の当期
首残高に与える影響はありません。また、当事業年度の損益に与える影響はありません。
（時価の算定に関する会計基準等の適用）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適
用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱
いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。
なお、これによる計算書類に与える影響はありません。

⑼追加情報
新型コロナウイルス感染症の拡大が会計上の見積りに与える影響
新型コロナウイルス感染症について、収束時期は依然として不透明ではありますが、現状の感染症対策を行った上での経済活動が継続するとい
う前提に基づいて、固定資産の減損の判定等の見積りを行っております。
なお、新型コロナウイルス感染症の収束が遅延した場合は、翌事業年度以降の財政状態及び経営成績の状況に更に影響を及ぼす可能性がありま
す。

２．重要な会計上の見積りに関する注記
（重要な会計上の見積り）

固定資産の減損損失の認識の要否
⑴当事業年度の計算書類に計上した金額

当事業年度において、レンタル関連事業における一部の資産グループ（帳簿価額4,950百万円）について減損の兆候が認められたことから、減
損損失の計上の要否について検討を行いました。検討の結果、割引前将来キャッシュ・フローが各資産グループの帳簿価額を上回っていること
から、減損損失は認識しておりません。

⑵計算書類利用者の理解に資するその他の情報
連結計算書類「連結注記表　２．重要な会計上の見積りに関する注記（重要な会計上の見積り）固定資産の減損損失の認識の要否」に同一の内
容を記載しているため、注記を省略しております。

３．貸借対照表に関する注記

⑵関係会社の仕入債務等に対する債務保証

⑶関係会社に対する金銭債権・債務
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⑴関係会社に対する売上高 6,064百万円
⑵関係会社からの仕入高 3,712百万円
⑶関係会社との営業取引以外の取引高 2,683百万円

当事業年度末日における自己株式の数 636,916株

４．損益計算書に関する注記

５．株主資本等変動計算書に関する注記
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少額償却資産 200百万円
固定資産評価損 47百万円
関係会社株式評価損 432百万円
貸倒引当金 88百万円
未払事業税 112百万円
賞与引当金 450百万円
賞与引当金に係る社会保険料 77百万円
資産除去債務 217百万円
前受金 142百万円
その他 88百万円
繰延税金資産小計 1,858百万円
評価性引当額 △770百万円
繰延税金資産合計 1,087百万円

資産除去債務に対応する除去費用 △106百万円
完全支配法人間取引の譲渡損益調整資産 △9百万円
その他有価証券評価差額金 △88百万円
繰延税金負債合計 △204百万円

繰延税金資産の純額 883百万円

６．税効果会計に関する注記
⑴繰延税金資産の発生の主な原因

⑵繰延税金負債の発生の主な原因
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種類 会社等の名称 住所
資本金又は出資金

（百万円）
事業の内容又は職業

議決権等の所有(被所有)割合
（％）

子会社
SKYREACH GROUP HOLDINGS
PTY LTD

オーストラリア

クイーンズランド州

千AU$
19,679

高所作業機の賃貸及び販売
所有直接
80.00

子会社
UNITED POWER & RESOURCES 
PTE. LTD.

シンガポール
千S$

39,737
大型発電機の賃貸

所有直接
96.63

子会社 NORTH FORK PTY LTD
オーストラリア

クイーンズランド州

千AU$
7,862

フォークリフトの
販売及び賃貸

所有直接
95.00

子会社 NORTH FORK PTY LTD
オーストラリア

クイーンズランド州

千AU$
7,862

フォークリフトの
販売及び賃貸

所有直接
95.00

関係内容
取引の内容

取引金額
（百万円）

科　目
期末残高
（百万円）役員の兼任等 事業上の関係

兼任１人 建設機械等の仕入・販売
債務保証
（注１）

4,000 － －

兼任１人 建設機械等の仕入・販売
債務保証
（注１）

2,426 － －

兼任１人 建設機械等の仕入・販売
債務保証
（注１）

2,872 － －

兼任１人 建設機械等の仕入・販売
資金の貸付
（注２）

2,734
短期貸付金
長期貸付金

178
2,152

⑴１株当たり純資産額 3,710円25銭
⑵１株当たり当期純利益金額 284円46銭

７．関連当事者との取引に関する注記
⑴親会社及び法人主要株主等
　該当事項はありません。
⑵役員及び個人主要株主等
　該当事項はありません。
⑶子会社等

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１）債務保証については、貸与資産投資資金及び運転資金の借入金に対するものであり、年率0.15％の保証料を受領しております。
（注２）貸付金の利率については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。

８．収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報について、「連結注記表　８．収益認識に関する注記」に同一の内容を記載して
おりますので注記を省略しております。

９．１株当たり情報に関する注記

10．重要な後発事象
該当事項はありません。
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